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下水道接続までの流れ
～下水道未接続解消に取り組んでいます～

快適な生活環境を維持するために

運行時刻が冬季ダイヤに変わりました

下水道は整備後３年以内の接続が義務下水道は整備後３年以内の接続が義務

下水道接続工事のトラブル事例下水道接続工事のトラブル事例

下水道工事は町指定の排水設備工事店に依頼下水道工事は町指定の排水設備工事店に依頼

　令和２年11月１日から、七会地区路線バスの運行時刻が冬季ダイヤに変わりました。

※１ 赤沢観音方面から常北中行きは、物産センター山桜において乗換え。
※２ 赤沢観音方面は、岩下入口行きに乗車し、物産センター山桜において赤沢観音行きに乗換え。
■料　金　上限を410円とした対距離制運賃です。
■問合せ　七会地区路線バスに関すること　茨城交通株式会社  笠間営業所　☎0296－72－0141
　　　　　公共交通全般に関すること　　　まちづくり戦略課　☎029－288－3111（内線227）
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■運行ルート・時刻表　（冬季ダイヤ期間：令和２年11月１日～令和３年２月28日）

運行時刻が冬季ダイヤに変わりました

岩下入口⇔常北中学校前 赤沢観音前⇔常北中学校前
岩下入口 岩下入口 常北中前 常北中前赤沢観音前 赤沢観音前物産センター山桜 物産センター山桜常北中前 常北中前曜 日
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⑤ 下水道の使用開始
　 公共下水道を使用し始めた
　 ら、下水道使用料を納めて
　 いただくようになります。

～下水道未接続解消に取り組んでいます～

　公共下水道が整備され、処理場で汚水を処理することができる区域を「処理区域」
といいます。区域内の建築物所有者には、次のことが義務付けられています。
　〇くみ取り便所は３年以内に水洗便所に改造する。
　〇し尿浄化槽は廃止し、公共下水道に接続する。
　〇生活排水を側溝等に流している場合は、速やかに排水設備を設置し、公共
　　下水道に接続する。

下水道は整備後３年以内の接続が義務

下水道接続工事のトラブル事例
●無許可業者による無断接続
　　無断接続が発見されると、過去にさかのぼり使用料が請求され、最大５倍の
　過料が科せられるおそれがあります。
●工事完了後の高額請求
　　下水道接続工事の契約は、町指定の排水設備工事店と依頼者で行っていただ
　きます。工事後の請求額に関するトラブルを避けるため、工事内容や費用等を
　十分に確認しましょう。

下水道工事は町指定の排水設備工事店に依頼
　工事は正しく施工するため、必ず町指定の排水設備工事店に依頼してください。
町指定の排水設備工事店については、町ホームページをご覧いただくか、下水道
課へお問い合わせください。
※町では特定の工事店を紹介することはありません。

問合せ　下水道課　☎029－288－7377（直通）

② 工事依頼
　 見積書・設計書を確認し、
　 よく検討しましょう。

④ 工事完了
　 町の検査に合格したら、排
　 水設備等の「工事検査証」を
　 交付します。

④ 工事完了
　 町の検査に合格したら、排
　 水設備等の「工事検査証」を
　 交付します。

③ 工事開始
　 工事に関する手続きは、排
　 水設備工事店が代行します。

③ 工事開始
　 工事に関する手続きは、排
　 水設備工事店が代行します。

② 工事依頼
　 見積書・設計書を確認し、
　 よく検討しましょう。

① 工事店決定
　 町が指定する排水設備工事
　 店の中から依頼する排水設
　 備工事店を決めましょう。

① 工事店決定
　 町が指定する排水設備工事
　 店の中から依頼する排水設
　 備工事店を決めましょう。

⑤ 下水道の使用開始
　 公共下水道を使用し始めた
　 ら、下水道使用料を納めて
　 いただくようになります。

快適な生活環境を維持するために

下水道接続までの流れ


